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長浜市景観まちづくり計画（令和６年 12 月改定） 

 
 
 
 
 
 

■景観形成の方針 
⻑浜市景観まちづくり計画では、「⻑浜らしい景観」を市⺠共有の⼤切な財産として守り、⾼め、価値あるものとして次

世代に継承するため、中⼼市街地の主な通りや街道沿いを特定景観形成重点区域に指定し、⼀定の⾏為を⾏う場合の景観形
成基準や事前届出制度を定めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

長浜市景観形成基準 

－特定景観形成重点区域－ 
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ｂ 博物館通り  ｃ 北国街道  













ｅ 大手門通り  ｆ やわた夢生小路  





ｇ 北国街道木之本宿  









－ 8 － 

 

長浜市景観まちづくり計画（令和６年 12 月改定）                              NAGAHAMA 

■届出が必要となる行為 
⼀定の規模を超える建築物や⼯作物の新築（新設）や増改築、開発⾏為、⼟⽯等の採取、⽊⽵の伐採等の⾏為を⾏う場合

は、市の景観形成基準に適合しているかを審査するため、あらかじめ届出が必要です。 
⾏  為 規   模 

①建築物の新築・増改築・移転 
〇地上⾼が５ｍを超えるもの 
〇延べ⾯積が 10 ㎡を超えるもの 
※設置期間が 90 ⽇を超えない場合は届出不要 

②建築物の外観の修繕・模様替・ 
⾊彩の変更 

〇外観の変更範囲の合計が 10 ㎡を超えるもの 
〇太陽光発電設備等の設置にあっては、モジュール⾯積の合計が 10 ㎡を超えるもの 
※設置期間が 90 ⽇を超えない場合は届出不要 

③⼯作物の 
新設・ 
増改築・ 
移転 

垣、柵、塀、擁壁類 〇地上⾼が 1.5ｍを超えるもの 
〇⻑さが 10ｍを超えるもの 

その他 〇地上⾼が５ｍを超えるもの 
〇太陽光発電設備等の設置にあっては、モジュール⾯積の合計が 100 ㎡を超えるもの 

④⼯作物の修繕・模様替・⾊彩の変更 〇外観の変更範囲の⾯積の合計が 10 ㎡を超えるもの 
⑤開発⾏為 〇⾏為にかかる部分の⼟地の⾯積が 100 ㎡を超え、かつ⾏為によって⽣じるのり⾯の

地上⾼が 1.5ｍを超え、かつ⻑さ 10ｍを超えるもの 
⑥⼟地の開墾、⼟⽯の採取、 

鉱物の掘採・⼟地の形質の変更 〇⾏為にかかる部分の地形の外観の変更範囲の合計が 100 ㎡を超えるもの 

⑦⼟⽯等の堆積 
〇堆積する⼟⽯等の地上⾼が 1.5ｍを超えるもの 
〇⾏為にかかる部分の⼟地の⾯積が 1,000 ㎡を超え、かつ堆積期間が 30 ⽇を超えるも

の 
⑧⽊⽵の伐採 〇⽊⽵の地上⾼が５ｍを超えるもの 
⑨屋外における夜間の 

建築物、⼯作物への照射 
〇①または③に掲げる規模の建築物または⼯作物に設置する照明で各⾯における外観

を照らす範囲が⾒付⾯積の２分の１を超え、かつ 10 ㎡を超えるもの 
※照明およびその照明⽅法の変更が 90 ⽇を超えない場合は届出不要 

届出が不要な行為 

〇通常の管理⾏為、軽易な⾏為その他の⾏為 
〇地下に設ける建築物の建築等⼜は⼯作物の建設等 
〇仮設の⼯作物の建設等 
〇⾮常災害のために必要な応急措置として⾏う⾏為 
〇次の法令に基づき規定された⾏為、または、許可、認可、届出等を要する⾏為 

・⽂化財保護法、滋賀県⽂化財保護条例、⻑浜市⽂化財保護条例 
・都市計画法（地区計画等に定められた事項）※景観計画に定められた景観形成基準が地区計画等に定められている景観形成基準と同⼀

な場合、その届出対象⾏為は適⽤除外となります。 
・屋外広告物法、⻑浜市屋外広告物条例 ※規模や掲出箇所、内容により、屋外広告物条例に基づく許可申請が必要な場合があります。 
・滋賀県⾵致地区内における建築等の規制に関する条例、⻑浜市⾵致地区内における建築等の規制に関する条例 
・⾃然公園法 

■届出の手続 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長浜市都市計画課 
〒526-8501 滋賀県⻑浜市⼋幡東町 632 番地 
TEL：0749-65-6562   FAX：0749-65-6760  E-mail：toshikei@city.nagahama.lg.jp  

届出者（市民、事業者等）     行政 
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原則として 30 日間 

当該行為に着手する日の 30 日前までに市に届出が必要です 




